
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴走型小規模事業者支援推進事業 

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ！ 

☆自社の経営方針を整理したい 

☆強みを活かした新事業展開をしたい 

★小規模事業者持続化補助金にも対応 

小規模事業者の皆様が持続的に発展し、販路拡大をしていくには、需要を見据えた事業計画の策定

と実行が極めて重要となります。 

岩倉市商工会では、経営計画の作成やその支援する経営計画作成支援セミナー及び 

個別相談会を下記のとおり開催いたします。 

小規模事業者の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

 

マーケティングクエスト 

中小企業診断士 

 山田 桂市氏 

■専門分野 

 １．経営革新、企業再生、事業承継、 

   産業廃棄物取扱診断、店舗診断、他 

 ２．経営・マーケティング戦略策定、市場調査、 

   事業計画策定、営業プロセス構築、企画書作成 

 ３．経営幹部研修、営業担当教育、販売員教育 

 ４．助成金申請書作成・作成支援 

講師プロフィール 
カリキュラム 

ステップ① 

日時  平成２９年１１月１日・（水）１４：００～１６：００ 

内容  経営計画作成支援セミナー 

       ・経営計画作成の目的とその内容について 

       ・自社の現状分析、自社の経営戦略、 

        経営計画書の作成 

ステップ② 

日時  平成２９年１１月１５日（水）１４：００～１６：００ 

内容  経営計画作成支援セミナー 

       ・計画的な経営を目指すには 

       ・販路開拓に取り組む事業計画書の作成 

ステップ③ 

日時  平成２９年１１月２９日（水）・１２月１日（金） 

      両日とも１０：００～１６：００ １事業者１時間程度 

内容 経営計画書のブラッシュアップ 

対 象 

場 所 

 
申込書は 

裏面にて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名                     業種（           ） 

 

所 在 地 

〒   － 

 

電話番号  ＦＡＸ  

参加者氏名           ／           ／           ／ 

 

個別相談会 

(経営計画作成) 

第１希望 第２希望 

１１月   日（  ） 

  ：  ～    ： 

１２月   日（  ） 

  ：  ～    ： 

★経営計画に基づいて実施する販路開拓等の 

  

 ・従業員賃金の引上げ、雇用の増加を伴う取り組み、買い物弱者対策の取り組む、または海外展開に取り組

む事業者については１００万円が上限になります。 

★計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会の指導・助言を受けられます 

この用紙をＦＡＸしてください  

取り組みに対し５０万円を上限に補助金（補助率：２／３）が出ます 

◆補助対象者 小規模事業者 

 小規模事業者の定義 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数 ５人以下 

サービス業（宿泊・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数 ５人以下 

サービス業のうち宿泊・娯楽業 常時使用する従業員の数２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数２０人以下 

 

◆現在、公募はいたしておりませんが、お申込みをされた方には 

 公募が始まり次第、ご連絡いたします。 

 

 

AM  

PM 

AM  

PM 

AM  

PM 

AM  

PM 

 ※経営計画作成支援セミナー＆個別相談会の参加について、可能な限り３回のご参加をお願いします。 

 ※記載いただきました個人情報は、主催者において実施する事業以外には使用いたしません。 

 

《対象となる取り組みの例》 

①広告宣伝 

 新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシ作成、配布 

②集客力を高めるための店舗改装 

 幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサ 

 ルデザイン化 

③商談会・展示会への出展 

 新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展 

④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更 

 新市場を狙って商品パッケージのデザインを一新 

 


